
事後届出制手続のフロー （23条～27条の2）

土地売買等の契約をした者のうち
権利取得者（買主）

契約締結後２週間以内に届出（23条①）

市町村長

意見を付して送付（23条③、15条②準用）

都道府県知事（政令市長）

対象面積（23条②）

●市街化区域 2,000㎡以上

●その他の都市計画区域 5,000㎡以上

●都市計画区域外 10,000㎡以上

［勧告基準］（24条①）

（利用目的）
●公表されている土地利用に関する計画
に適合しないこと

土地利用審査会に
意見聴取（24条①）

土地利用審査会

意見（24条①）

勧告（24条①）

助言（27条の2） 不勧告

報告の要求（25条）届出をした者

必要な斡旋等（27条） 公表（26条）

届出の日から３週間以内
（３週間以内の延長可）（24条②③）

勧告に従わないとき勧告に従ったとき

政令市の場合はなし


